
厚木市民の歯と口の健康づくりの推進に関する連携協定書 
 

 

厚木市（以下「甲」という。）、一般社団法人厚木歯科医師会（以下「乙」という。）及び株

式会社ロッテ（以下「丙」という）は、相互が連携・協働し、厚木市民（以下「市民」とい

う。）の歯と口の健康づくりを推進するための協定（以下「本協定」という。）を以下のとお

り締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲、乙及び丙が相互の連携と協力により市民の歯と口の健康づくりの推

進に取り組み、市民の健康の保持増進及び健康寿命の延伸を図ること（以下「本目的」と

いう）を目的とする。 

 

（連携・協働事項） 

第２条 甲、乙及び丙は、本目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。 

 ⑴ 歯と口の健康づくりを通じて厚木市が実施する各種事業に関すること 

⑵ 市民の歯と口の健康づくりの推進に関すること 

⑶ 「噛むこと」の大切さと正しい知識の普及啓発に関すること 

⑷ 口腔機能の獲得、維持及び向上のための正しい知識の普及啓発に関すること 

⑸ 災害時における物資提供等も含めた被災者支援に関すること 

⑹ その他本目的を達成するために必要な事項に関すること 

２ 前項に規定する連携・協働事項は、具体的な実施時期、実施内容等について、甲、乙及

び丙が協議の上、定めるものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第３条 本協定の有効期間は、締結の日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間

の終了３箇月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも終了の申出がない場合は、更に 1年

間延長されるものとし、その後も同様とする。 

 

（協定の変更及び解除） 

第４条 甲、乙又は丙が本協定に定める事項について、本協定の変更又は解除を申し出たと

きは、甲、乙及び丙で協議の上、本協定の変更又は解除を行うものとする。 

 

（守秘義務） 

第５条 甲、乙及び丙は、第２条に定める連携・協働事項の検討又は実施により知り得た本

協定の他の当事者（以下「他の２者」という。）の保有する機密情報及び個人情報を、相手

方の承諾を得ずに、第三者に開示し、若しくは漏えいし、又は他の目的に利用してはなら

ない。なお、本協定において「機密情報」とは、本目的のために、開示者が受領者に開示

した有形無形の技術上、営業上又はその他業務上の情報のうち、開示者が機密である旨を

明示した情報をいう。ただし、受領者が以下の各号のいずれかに該当することを証明でき

る情報は、機密情報に含まないものとする。 

⑴ 相手方から開示を受けた際、既に公知となっていた情報 

⑵ 相手方から開示を受けた後、自らの責によらずに公知となった情報 

⑶ 相手方から開示を受けた際、既に自ら保有していた情報 

⑷ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 

⑸ 相手方の情報によることなく独自に開発した情報 

２ 前項に定める義務は、本協定終了後も存続するものとする。 

 

（反社会的勢力との取引排除） 

第６条 甲、乙及び丙は、他の２者に対し、本協定の締結時において、自己（法人の場合は

代表者、役員又は実質的に経営を支配する者）が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総

会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」

という。）に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 甲、乙及び丙は、他の２者が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合

は、当該調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。 

３ 甲、乙及び丙は、他の２者が反社会的勢力に属すると判明した場合は、何ら勧告なしに、

本協定の全部又は一部を解除することができる。 

４ 甲、乙及び丙は、前項の規定により本協定を解除した場合は、解除された当事者に損害

が生じた場合であっても一切これを賠償する責を負わない。 

 

（疑義の解決） 

第７条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義が生じた場合は、そ

の都度、甲、乙及び丙で協議の上、定めるものとする。 

 

 

本協定の締結を証するため、本書 3通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ署名の上、各自１

通を保有するものとする。 

 

令和７年３月 27 日 

甲 神奈川県厚木市中町３丁目１７番１７号 

 厚木市長 

        山口 貴裕 
                       

 

 

乙 神奈川県厚木市中町１丁目８番１２号 

  一般社団法人 厚木歯科医師会 

  会長 

        堀 真治 
                       

 

 

丙 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号 

株式会社 ロッテ 

  代表取締役社長執行役員 

                       中島 英樹 

                       

 


